
 

農業委員会の議事録を公開しておりますが、ホームページ上の公開に関しては、 

見る方が不特定多数であること等も考慮し申請者等の個人名は公開しないことと 

します。 

なお、通常の縦覧は従前同様、農業委員会事務所で行っております。 
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第 3 回農業委員会総会議事録 

 

 

1.開催年月日   令和 5 年 9 月 28 日 午後 1 時 30 分～午後 3 時 00 分 

 

2.開催場所   佐呂間町役場   2 階会議室 

 

3.議長の職氏名  佐呂間町農業委員会会長    大澤 好幸 

4.書記の職氏名       佐呂間町農業委員会事務局長   海辺 雅裕 

              佐呂間町農業委員会事務局次長 阿部 真 

佐呂間町農業委員会農地係   藤田 真紗美 

5.出席委員 

番号 氏 名 番号 氏 名 

1 青野 英一郎 9 平川 智司 

2 十亀  正 10 山田 裕之 

3 青野  誠   

4 山口 浩之   

5 田村 通啓 13 橋本  聡 

6 千葉 義則 14 渡部  洋 

7 荒田由紀野 15 和泉 茂樹 

8 山越  透 16 大澤 好幸 

 

6.欠席委員 

番号 氏 名 番号 氏 名 

11 藤 浩明   

12 田中 裕二   

    

    

    

 

7.議事日程 

 

議事録署名委員の指名 

 

議  案第 1 号  農地法第２条第１項の農地の該当の有無について 

議  案第 2 号  農地法第３条の規定による許可申請について 

議  案第 3 号  農地法第５条の規定による許可申請について 

議  案第 4 号  農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画の決定 

について 

議  案第 5 号  現況証明願について 

報告事項第 1 号  現況証明の専決について 

報告事項第 2 号  農地法第 18 条第 6 項の規定による通知の報告について 



事 務 局 長 

 

議    長 

 

 

 

 

事  務  局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議    長 

 

 

各  委  員 

議    長 

 

 

事  務  局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

只今から、3回農業委員会を開催いたします。 

出席委員は、16 名中 14 名で、総会は成立しております。 

議事録署名委員の指名を行います。 

署名委員は、5番 田村通啓委員さん、6番 千葉義則委員さんを指名いたします。 

それでは、議事に入りたいと思います。 

報告事項第 1号 現況証明の専決について 

このことについて、事務局の説明を求めます。 

報告事項第 1号 現況証明の専決について 

下記の者より、現況証明の願い出があったので、北海道農地法関係事務処理要領第

９の４の(４)のエに基づき専決したことを報告します。 

番号 1 

土地の所在が富武士 399 番 8 外 2 筆、公簿地目が畑、現況地目が農地採草放牧地以

外で宅地、合計面積 548 ㎡、所有者 ●●●●さん、願出人富武士 ●●●●さん、

願出の理由が土地地目変更登記です。 

この案件は、平成 14 年 5 月 28 日付で転用許可を行っている案件で、計画どおりに

転用が行われていることから専決処分で証明書を交付しました。 

図面で説明いたしますと（25 ページ）です。申請地につきましては、道道富武士佐

呂間線沿い、富武士６号付近の土地となります。 

以上です。 

事務局からの説明が終わりました。審議に入りたいと思います。 

何か質問等、ありませんでしょうか。 

質問がなければ、原案どおり承認して宜しいでしょうか。 

―――異議なし――― 

報告事項第 1号は原案どおり承認いたします。 

報告事項第 2号 農地法第 18 条第 6項の規定による通知の報告について 

このことについて、事務局の説明を求めます。 

報告事項第 2号 農地法第 18 条第 6項の規定による通知の報告について 

下記の者より、農地法第 18 条第 6項の規定による通知があったので、報告します。

番号 1 

土地の所在が西富 288 番 2、現況地目が畑で面積 33,726 ㎡、契約期間は平成 14 年

4 月 26 日から平成 24 年 11 月 30 日まで、合意解約の成立の日・引き渡しの日が令

和 5年 7月 31 日、通知者が、賃貸人●●●●さん、賃借人●●●●さん。解約後は

賃貸借です。 

番号 2 

土地の所在が幸町 39 番 2 外 1 筆、現況地目が畑で合計面積 33,682 ㎡、契約期間は

平成 22 年 6 月 29 日から令和 2年 6月 30 日まで、合意解約の成立の日・引き渡しの

日が令和 5年 7月 31 日、通知者が、賃貸人●●●●さん、承継人●●●●さん、賃

借人●●●●さん。解約後は賃貸借です。 

番号 3 

土地の所在が東 164 番 3 外 2 筆、現況地目畑が 9,681 ㎡、採草放牧地が 8,029 ㎡、

合計面積 17,710 ㎡、契約期間は平成 24 年 5 月 29 日から令和 4 年 5 月 31 日まで、

合意解約の成立の日・引き渡しの日が令和 5年 7月 31 日、通知者が、賃貸人●●●

●さん、賃借人●●●●さん。解約後は一部賃貸借です。 

番号 4 

土地の所在が東 148 番 1 外 7 筆、現況地目が畑で合計面積 103,456 ㎡、契約期間は

平成 24 年 5 月 29 日から令和 4年 5月 31 日まで、合意解約の成立の日・引き渡しの

日が令和 5年 7月 31 日、通知者が、賃貸人●●●●さん、賃借人●●●●さん。解

約後は一部賃貸借です。 

番号 5 
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土地の所在が西富 178 番 1 外 1筆、現況地目が畑で合計面積 23,325 ㎡、契約期間は

平成 20 年 11 月 28 日から平成 30 年 11 月 27 日まで、合意解約の成立の日・引き渡

しの日が令和 5 年 7 月 31 日、通知者が、賃貸人●●●●さん、賃借人●●●●さ

ん。解約後は賃貸借です。 

番号 6 

土地の所在が東 107 番 1 外 6筆、現況地目が畑で合計面積 34,313 ㎡、契約期間は平

成 24 年 5 月 29 日から令和 4年 5月 31 日まで、合意解約の成立の日・引き渡しの日

が令和 5年 7月 31 日、通知者が、賃貸人●●●●さん、賃借人●●●●さん。解約

後は売買です。 

番号 7 

土地の所在が浪速 24 番 1 外 9筆、現況地目畑が 89,861 ㎡、採草放牧地が 3,686 ㎡、

合計面積 93,547 ㎡、契約期間は令和 4年 8月 31 日から令和 9年 8月 31 日まで、合

意解約の成立の日・引き渡しの日が令和 5年 8月 31 日、通知者が、賃貸人●●●●

さん、賃借人●●●●さん。解約後は売買です。 

番号 8 

土地の所在が富武士 533 番 5、現況地目が採草放牧地で面積 42,199 ㎡、契約期間は

令和 4年 4月 28 日から令和 14 年 4 月 30 日まで、合意解約の成立の日・引き渡しの

日が令和 5 年 8 月 31 日、通知者が、賃貸人●●●●さん、賃借人●●●●●●●

●。解約後は売買です。 

以上です。 

事務局からの説明が終わりました。審議に入りたいと思います。 

何か質問等、ありませんでしょうか。 

番号 3・4の一部賃貸借とはどういうことですか。 

解約した土地の中で、現在は農地として使われていない土地が含まれていたため、

農地として使える土地のみ再契約したため、一部賃貸借と表現しました。 

ほかに質問はありますか。質問がなければ、原案どおり承認して宜しいでしょうか。

―――異議なし――― 

報告事項第 2号は原案どおり承認いたします。 

次に、議案の審議に入ります。 

議案第 1号 農地法第２条第１項の農地の該当の有無について 

このことについて、事務局の説明を求めます。 

議案第 1号 農地法第２条第１項の農地の該当の有無について 

下記の土地について、農地法第２条第１項の農地に該当するか否かについて審議願

います。 

番号 1 

土地の所在が朝日 68 番 13、現況地目が畑で合計面積 386 ㎡、所有者が●●●●さ

ん、令和 5年 8月 31 日に現況確認を行っています。 

図面で説明いたしますと、（1ページ）です。対象地につきましては、朝日３４号道

路沿いの土地となります。 

現況及び経過について説明いたします。対象地には、建築面積 150.3 ㎡の住宅が建

てられています。この建物は平成 16 年に建てられたもので、現在も住居として使用

されています。 

建設当時、農地にかかっているとの認識はあったものの、自己資金で建てるのなら

構わないとの話を聞いていたため、問題はないと認識していたとのことです。 

現況確認に併せて、農地法について説明し、この建物が違反転用にあたること、今

後このようなことがないよう、指導を行っています。 

番号 2 

土地の所在が幌岩 292 番 3 他 2 筆、現況地目が畑で合計面積 1,450 ㎡、所有者が●

●●●さん、令和 5年 8月 30 日に現況確認を行っています。 
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図面で説明いたしますと、（2ページ）赤枠の土地です。対象地につきましては、幌

岩５号●●●●宅周辺の土地となります。 

現況及び経過について説明いたします。対象地には、現在、バンカーサイロが設置

されています。 

対象地は、平成 4 年に隣接地に牛舎を建てた際に、資材置き場として転用され、そ

の後、平成 20 年ころにバンカーサイロを設置したとのことです。 

転用当時、建物を建てる際に転用申請が必要なことはわかっていたが、それ以外は

不要だと誤認していたとのことです。 

所有者には農地法について説明し、違反転用にあたること、今後このようなことが

ないよう、指導を行っています。 

以上、違反転用地ではありますが、申し合わせに従い、非農地判断を行い、現況地

目を変更することとしてよろしいか、ご協議願います。 

以上です。 

事務局からの説明が終わりました。審議に入りたいと思います。 

何か質問等、ありませんでしょうか。質問がなければ、原案どおり可決決定して宜

しいでしょうか。 

―――異議なし――― 

議案第 1号は原案どおり決定いたします 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

関連がありますので、あわせて、事務局の説明を求めます。 

番号 1 

土地の所在が富武士 533 番 5、現況地目が採草放牧地で合計面積 42,199 ㎡、譲渡人

が●●●●さん、譲受人が●●●●●●●●、農業従事者世帯員 3 名、経営状況は

肉牛 4351 頭を飼育し、トラクター11 台ホイールローダー7台を所有、経営面積は、

畑が 2,553,360.77 ㎡、採草放牧地が 98,765 ㎡、合計面積 2,652,125.77 ㎡です。価

格は 5,000,000 円、10 ㌃当りの単価は 118,000 円の売買です。 

この案件につきましては、9月 13 日関係農業委員さん立会いのもと現地調査を実施

しております。 

図面で説明いたしますと、（3ページ）です。申請地につきましては、トカロチ幹線

道路の北側、道道富武士佐呂間線から 600ｍほどの土地となっています。 

番号 2 

土地の所在が朝日 199 番 1 の内 外 1 筆、現況地目が畑で合計面積 19.19 ㎡、貸主

が●●●●さん、借主が●●●●●●●●、10 年間の地上権設定の申請となってい

ます。この申請は、このあと議案第 3 号で説明する、営農型太陽光発電設備設置を

目的とした転用申請に伴うもので、畑として使用する農地の上空に太陽光発電設備

を設置するための地上権設定の許可を求めるものです。この案件につきましては、

9月 25 日関係農業委員さん立会いのもと現地調査を実施しております。 

図面で説明いたしますと、（4ページ）が位置図、（5ページ）が配置図となっていま

す。申請地につきましては、朝日３４号道路沿いの土地となっています。なお、地

上権の設定については、太陽光パネル等を設置する部分について設定する形での申

請となっています。 

番号 3 

土地の所在が若里 234 番 1 の内 外 2 筆、現況地目が畑で合計面積 57.22 ㎡、貸主

が●●●●さん、借主が●●●●●●●●、10 年間の地上権設定の申請となってい

ます。番号 2 同様、太陽光発電設備を設置するための地上権設定の許可を求めるも

のです。この案件につきましては、9月 25 日関係農業委員さん立会いのもと現地調

査を実施しております。 

図面で説明いたしますと、（6ページ）が位置図、（7から 9ページ）が配置図となっ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ています。申請地につきましては、若里北幹線道路沿い、国道 238 号線からおよそ

1.3km ほどの土地となっています。 

番号 4 

土地の所在が北 141 番 1 の内 外 1 筆、現況地目が畑で合計面積 37.84 ㎡、貸主が

●●●●さん、借主が●●●●●●●●、10 年間の地上権設定の申請となっていま

す。番号 2・3同様、太陽光発電設備を設置するための地上権設定の許可を求めるも

のです。この案件につきましては、9月 25 日関係農業委員さん立会いのもと現地調

査を実施しております。 

図面で説明いたしますと、（10 ページ）が位置図、（11 から 12 ページ）が配置図と

なっています。申請地につきましては、道道富武士佐呂間線と北２８号道路の間の

土地となっています。 

番号 5 

土地の所在が東 86 番 1 の内、現況地目が畑で面積 19.19 ㎡、貸主が●●●●さん、

借主が●●●●●●●●、10 年間の地上権設定の申請となっています。番号 2から

4 同様、太陽光発電設備を設置するための地上権設定の許可を求めるものです。こ

の案件につきましては、9月 25 日関係農業委員さん立会いのもと現地調査を実施し

ております。 

図面で説明いたしますと、（13 ページ）が位置図、（14 ページ）が配置図となってい

ます。申請地につきましては、道道留辺蘂浜佐呂間線沿い佐呂間市街からおよそ

1.3km ほどの土地となっています。 

引き続き議案第 3号について説明いたします。 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

農地法第５条の規定に基づき、下記の者より農地等転用の許可申請があったので、

可否について審議願います。 

番号 1 

 土地の所在が朝日 199 番 1 の内 外 1 筆、現況地目が畑で合計面積 1.13 ㎡、農地

区分は農振農用地区域内となっています。貸主が●●●●さん、借主が●●●●●

●●●、申請理由は営農型太陽光発電設備設置のための一時転用で、使用貸借によ

る 10 年間の一時転用となっています。転用に係る費用は 18,480,000 円で、全額自

己資金で賄うことで、残高証明書の提出を受けています。申請農地は、現在●●●

●●●●●が賃貸借し耕作していますので、●●●●●●●●の同意書の提出も受

けています。また、9月 25 日に担当農業委員さんと現地調査済みです。 

図面で説明いたしますと、（4ページ）が位置図、（5ページ）が配置図となっていま

す。なお、転用面積については、畑に直接接する支柱部分の面積での申請となって

います。 

番号 2 

 土地の所在が若里 234 番 1 の内 外 2 筆、現況地目が畑で合計面積 3.37 ㎡、農地

区分は 234 番 1 が 2 種農地で他の 2 筆が農振農用地区域内となっています。貸主が

●●●●さん、借主が●●●●●●●●、申請理由は営農型太陽光発電設備設置の

ための一時転用で、使用貸借による 10 年間の一時転用となっています。転用に係る

費用は 57,750,000 円で、全額自己資金で賄うことで、残高証明書の提出を受けてい

ます。申請農地は、現在●●●●●●●●が賃貸借し耕作していますので、●●●

●●●●●の同意書の提出も受けています。また、9月 25 日に担当農業委員さんと

現地調査済みです。 

図面で説明いたしますと、（6ページ）が位置図、（7から 9ページ）が配置図となっ

ています。 

番号 3 

 土地の所在が北 141 番 1 の内 外 1 筆、現況地目が畑で合計面積 2.23 ㎡、農地区

分は農振農用地区域内となっています。貸主が●●●●さん、借主が●●●●●●
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●●、申請理由は営農型太陽光発電設備設置のための一時転用で、使用貸借による

10 年間の一時転用となっています。転用に係る費用は 40,480,000 円で、全額自己

資金で賄うことで、残高証明書の提出を受けています。申請農地は、現在●●●●

●●●●が賃貸借し耕作していますので、●●●●●●●●の同意書の提出も受け

ています。また、9月 25 日に担当農業委員さんと現地調査済みです。 

図面で説明いたしますと、（10 ページ）が位置図、（11 から 12 ページ）が配置図と

なっています。 

番号 4 

 土地の所在が東 86 番 1 の内、現況地目が畑で面積 1.13 ㎡、農地区分は農振農用地

区域内となっています。貸主が●●●●さん、借主が●●●●●●●●、申請理由

は営農型太陽光発電設備設置のための一時転用で、使用貸借による 10 年間の一時転

用となっています。 

転用に係る費用は 18,370,000 円で、全額自己資金で賄うことで、残高証明書の提出

を受けています。申請農地は、現在●●●●●●●●が賃貸借し耕作していますの

で、●●●●●●●●の同意書の提出も受けています。また、9月 25 日に担当農業

委員さんと現地調査済みです。 

図面で説明いたしますと、（13 ページ）が位置図、（14 ページ）が配置図となってい

ます。 

以上、番号 1 から 4 について、営農型太陽光発電設備設置のための一時転用にあた

り、営農計画書及び意見書の提出を受けています。内容については面積等を除きほ

ぼ同じ内容になっていますので、番号 1 に関する分のみ資料として配布させていた

だいています。 

営農計画書については、今後 10 年間の営農計画について記載されているもので、今

後 10 年間カボチャを栽培するという計画になっています。 

意見書については、営農型太陽光発電設備の営農への影響について、実証データな

どをもとに、栽培予定作物であるカボチャに対する影響を分析したもので、営農型

太陽光発電設備下部で、カボチャを栽培することは適切だとの意見となっています。

 今回許可申請のあった案件については、農業会議に意見聴取を行うこととなって

いるため、本会議で可決されましたら、農業会議に意見聴取を行うこととなり、農

業会議で許可相当と認められれば、許可書を交付するという流れになります。また、

議案第２号の番号 2～5の農地法第３条の許可についても、同一の事業に伴う許可申

請であることから、同日付で許可することとなるため、農業会議からの意見を待っ

て、許可書を交付することとなります。 

以上です。 

事務局からの説明が終わりました。審議に入りたいと思います。 

何か質問等、ありませんでしょうか。 

これだけの費用をかけて、利益はあるのでしょうか。 

わかりません。 

今はかぼちゃが耕作されているのですか。 

番号 1～3の農地はかぼちゃが耕作されています。番号 4の農地については、耕作準

備中ということで、今は耕作されていません。 

かぼちゃを農協に出荷するという話をしていましたが、実際に出荷しているのです

か。 

出荷されています。 

10 年間の一時転用ということですが、その後はどうなるのですか。 

申請書では、再申請するということとなっています。 

地上権は無償なのですか。 

無償です。農地そのものは賃貸借なので、耕作者から農地の賃貸料は支払われてい

ます。農地の賃貸の際に、将来太陽光パネルを建てるという話もしてあったとのこ
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とです。 

畑ではなくて原野に建てるということにはならないのですか。 

会社として営農型太陽光の設置に取り組んでいるとのことです。 

営農型太陽光に対する規制が検討されていると聞きましたが、何か通知がきたりと

かはしてないのですか。 

現在検討中という話は聞いていますが、現段階で具体的な通知はありません。 

●●●●●●●●はいつからある会社ですか。 

平成 27 年に設立された会社で、当初は●●●●●●●●という名称でしたが、今年

の４月に●●●●●●●●に社名を変更しています。 

ほかに質問はありますか。質問がなければ、原案どおり可決決定して宜しいでしょ

うか。 

―――異議なし――― 

議案第２号及び第３号は原案どおり決定いたします。 

議案第 4 号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画の決定につ

いて 

このことについて、事務局の説明を求めます。 

議案第 4 号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画の決定につ

いて 

農業経営基盤強化促進法の規定により、佐呂間町長より決定を求められた下記の農

用地利用集積計画について議決を求めます。 

番号 1． 

利用権の設定等を受ける者が、富丘 ●●●●さん、利用権の設定等をする者が西

富 ●●●●さん。土地の所在が西富 288 番 2、現況地目が畑で面積 33,726 ㎡で

す。利用権設定等の種類が賃借権、成立する法律関係は賃貸借です。設定期間は令

和 5年 9月 29 日から 10 年間、賃貸料は年額 130,000 円、10 ㌃当たり 3,900 円で、

前回も 3,900 円でした。あっせん会につきましては、令和 5 年 8 月 2 日から 1 回実

施しております。 

図面で説明いたしますと（15 ページ）です。申請地につきましては、富丘３３号道

路の東側、富丘９線付近の土地となります。 

番号 2． 

利用権の設定等を受ける者が、東 ●●●●さん、利用権の設定等をする者が幸町

●●●●さん。土地の所在が幸町 39 番 2 外 1 筆、現況地目が畑で合計面積 33,682

㎡です。利用権設定等の種類が賃借権、成立する法律関係は賃貸借です。設定期間

は令和 5年 9月 29 日から 10 年間、賃貸料は年額 100,000 円、10 ㌃当たり 3,000 円

で、前回も 3,000 円でした。あっせん会につきましては、令和 5年 7月 31 日から 2

回実施しております。 

図面で説明いたしますと（16 ページ）です。申請地につきましては、バスターミナ

ルから北へおよそ 400ｍほどの土地となります。 

番号 3． 

利用権の設定等を受ける者が、東 ●●●●さん、利用権の設定等をする者が東 ●

●●●さん。土地の所在が東 165 番 2、現況地目が畑で面積 9,681 ㎡です。利用権

設定等の種類が賃借権、成立する法律関係は賃貸借です。設定期間は令和 5 年 9 月

29 日から 10 年間、賃貸料は年額 29,000 円、10 ㌃当たり 3,000 円で、前回は他の土

地と合わせて 1,700 円でした。あっせん会につきましては、令和 5年 7月 31 日から

2回実施しております。 

図面で説明いたしますと（17 ページ）赤枠の土地です。申請地につきましては、道

道留辺蘂浜佐呂間線の南側、佐呂間市街からおよそ 2km ほどの土地となります。 

番号 4． 

利用権の設定等を受ける者が、東 ●●●●さん、利用権の設定等をする者が東 梶



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●●●さん。土地の所在が東 148 番 1 外 5筆、現況地目が畑で合計面積 67,054 ㎡

です。利用権設定等の種類が賃借権、成立する法律関係は賃貸借です。設定期間は

令和 5 年 9 月 29 日から 10 年間、賃貸料は年額 192,000 円、10 ㌃当たり 2,900 円

で、前回は他の土地と合わせて 1,900 円でした。あっせん会につきましては、令和

5年 7月 31 日から 2回実施しております。 

図面で説明いたしますと（17 ページ）黄色枠の土地です。申請地につきましては、

道道留辺蘂浜佐呂間線の南側、佐呂間市街からおよそ 2km ほどの土地となります。

番号 5． 

利用権の設定等を受ける者が、東●●●●さん、利用権の設定等をする者が西富●

●●●さん。土地の所在が西富 178 番 1 外 1筆、現況地目が畑で合計面積 23,325 ㎡

です。利用権設定等の種類が賃借権、成立する法律関係は賃貸借です。設定期間は

令和 5 年 9 月 29 日から 10 年間、賃貸料は年額 110,000 円、10 ㌃当たり 4,700 円

で、前回は 6,400 円でした。あっせん会につきましては、令和 5 年 8 月 4 日から 3

回実施しております。 

図面で説明いたしますと（18 ページ）です。申請地につきましては、西富若里幹線

道路と北６線道路の交差点付近の土地となります。 

番号 6． 

利用権の設定等を受ける者が、東●●●●さん、利用権の設定等をする者が東●●

●●さん。土地の所在が東 107 番 1 外 10 筆、現況地目畑が 32,762 ㎡、農業用施設

用地が 2,798 ㎡、合計面積 35,560 ㎡です。利用権設定等の種類が所有権、成立する

法律関係は売買です。売買価格は 1,000,000 円、10 ㌃当たりの単価は 28,000 円で

す。あっせん会につきましては、令和 5年 8月 2日から 2回実施しております。 

図面で説明いたしますと（19 ページ）です。申請地につきましては、道道留辺蘂浜

佐呂間線の両側東８線付近の土地となります。 

番号 7． 

利用権の設定等を受ける者が、共立●●●●さん、利用権の設定等をする者が北見

市●●●●さん。土地の所在が啓生 5番 外 5筆、現況地目が畑で合計面積 54,407

㎡です。利用権設定等の種類が賃借権、成立する法律関係は賃貸借です。設定期間

は令和 5年 9月 29 日から 10 年間、賃貸料は年額 272,000 円、10 ㌃当たり 5,000 円

で、新規のあっせんです。あっせん会につきましては、令和 5年 5月 14 日から 1回

実施しております。 

図面で説明いたしますと（20 ページ）です。申請地につきましては、国道 333 号線

沿、啓生４３号付近の土地となります。 

番号 8． 

利用権の設定等を受ける者が、幌岩●●●●さん、利用権の設定等をする者が北見

市●●●●さん。土地の所在が浪速 24 番 1 外 11 筆、現況地目畑が 89,861 ㎡、採草

放牧地が 43,911 ㎡、合計面積 133,772 ㎡です。利用権設定等の種類が所有権、成立

する法律関係は売買です。売買価格は 7,370,000 円、10 ㌃当たりの単価は 55,000 円

です。あっせん会につきましては、令和 5年 7月 24 日から 3回実施しております。

図面で説明いたしますと（21 ページ）です。申請地につきましては、国道 238 号線

沿い富武士交差点から浜佐呂間方面へ 4.5km ほどの土地と、浪速西 2 線道路沿い、

国道 238 号線からおよそ 1km ほどの土地となります。 

番号 9． 

利用権の設定等を受ける者が、札幌市●●●●●●●●、利用権の設定等をする者

が幌岩●●●●さん。土地の所在が幌岩 231 番 1 外 7 筆、現況地目が畑で合計面積

83,023 ㎡です。利用権設定等の種類が所有権、成立する法律関係は売買です。売買

価格は 6,612,000 円、10 ㌃当たりの単価は 80,000 円で、農地保有合理化事業によ

る売買となります。あっせん会につきましては、令和 4年 5月 20 日から 4回実施し

ております。 
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図面で説明いたしますと（22 ページ）です。申請地につきましては、幌岩浪速間道

路沿い、幌岩 4号と 5号の間の土地となります。 

以上です。 

事務局からの説明が終わりました。審議に入りたいと思います。 

何か質問等、ありませんでしょうか。 

番号 9 について、農地保有合理化事業による売買ですが、耕作者はだれになります

か。 

●●●●さんです。今回決定となれば、売買の手続きを行い、１１月の利用集積計

画で、賃貸借を行う予定です。 

利用集積計画の期間が満了した後、すぐに再契約されない場合はどうなるのですか。

農業経営基盤強化促進法では、賃貸借期間が満了すれば賃貸借契約は終了するとさ

れています。ただし期間満了後も両者から申し出がなく、引き続き耕作が行われ、

賃貸料も支払われている場合、民法の規定により、それまでと同じ条件で賃貸借が

継続されていると推定されるとされています。しかしながら、こうした状況を避け

るために、農業委員会としては期間満了に併せて更新の手続きを進めるよう指導す

ることとされていて、現在は期間満了の３ヵ月前に、貸し手、受け手双方に通知文

書を送っています。 

ほかに質問はありますか。質問がなければ、原案どおり可決決定して宜しいでしょ

うか。 

―――異議なし――― 

議案第 4号は原案どおり決定いたします 

議案第 5号 現況証明願について 

このことについて、事務局の説明を求めます。 

議案第 5号 現況証明願について 

下記の者より、現況証明の願い出があったので、可否について審議願います。 

番号 1. 

土地の所在が幸町 51 番 40、公簿地目が畑、現況地目が農地・採草放牧地以外で利

用状況は宅地、合計面積 393 ㎡、所有者 ●●●●さん、願出人 宮前町 ●●●●

さん、願出の理由が土地地目変更登記です。 

図面で説明いたしますと、（23 ページ）です。申請地は、道道富武士佐呂間線の東

側、幸町新幸道路沿いの土地となります。 

番号 2. 

土地の所在が富丘 38 番 1 の内、公簿地目が畑、現況地目が農地・採草放牧地以外で

利用状況は原野、面積 7,018 ㎡、所有者 ●●●●さん、願出人 釧路市 ●●●●

●●●●、願出の理由が土地地目変更登記です。 

図面で説明いたしますと、（24 ページ）です。申請地は、富丘 6線道路の北側、富丘

32 号付近の土地となります。 

番号 3. 

土地の所在が朝日 68 番 13、公簿地目が畑、現況地目が農地・採草放牧地以外で利

用状況は宅地、面積 386 ㎡、所有者 ●●●●さん、願出人 朝日 ●●●●さん、

願出の理由が土地地目変更登記です。この案件については議案第 1 号で非農地判断

した土地についての、現況証明願となります。 

図面で説明いたしますと、（1ページ）です。対象地につきましては、朝日３４号道

路沿いの土地となります。 

番号 4. 

土地の所在が幌岩 287 番 14 外 6 筆、公簿地目が畑と牧場、現況地目が農地・採草放

牧地以外で利用状況は 287 番 14 が原野、296 番 5 と 296 番 16 が宅地、その他の 4

筆が雑種地、合計面積 5,795 ㎡、所有者 ●●●●さん、願出人 幌岩 ●●●●さ

ん、願出の理由が土地地目変更登記です。この案件については議案第 1 号で非農地
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判断した土地と、その周辺の土地についての、現況証明願となります。 

図面で説明いたしますと、（2ページ）赤枠の土地と黄色枠の土地で、議案第 1号に

関わる土地が赤枠、そのほかの土地が黄色枠となっています。対象地につきまして

は、幌岩５号●●●●宅周辺の土地と、そこから北西へ 300ｍほどの土地なります。

以上です。 

事務局からの説明が終わりました。審議に入りたいと思います。 

何か質問等、ありませんでしょうか。 

●●●●●●●●とはどんな会社ですか。 

土地売買の仲介などをしている会社のようです。 

ほかに質問はありますか。質問がなければ、原案どおり可決決定して宜しいでしょ

うか。 

―――異議なし――― 

議案第 5号は原案どおり決定いたします 

その他 

各委員さんの方から何かありませんか。 

―――ありません――― 

なければ第 3 回農業委員会総会を終ります。 

 

 


